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個
人
の
庭
な
ど
を
飾
っ
た
ガ
ー
デ

ニ
ン
グ
の
写
真
パ
ネ
ル
約　

枚
を
展

70

示
し
ま
す
。

日
時　

1
月
9
日
�
〜　

日
�　

9

18

時
〜　

時
17

会
場　

旧
室
蘭
駅
舎

　

民
俗
資
料
館
所
有
の 
凧 
に
加
え
、

た
こ

室
蘭
礼
文
凧
保
存
愛
好
会
の
協
力
に

よ
り
、 
六  
角  
凧 
ほ
か　

点
を
展
示
し

ろ
っ 
か
く 
だ
こ

70

ま
す
。

日
時　

１
月
６
日
�
〜　

日
�　

9

31

時
〜　

時
17

会
場　

民
俗
資
料
館

※
入
館
料
（
大
人　

円
、
中
学
生
以

300

下
と　

歳
以
上
は
無
料
）
が
必
要
。

70

　

分
列
行
進
、
「
室
蘭 
若  
鳶  
会 
」
の

わ
か 
と
び 
か
い

 
木  
遣 
り
歌
の
披
露
、
消
防
車
両
な
ど

き 

や

に
よ
る
一
斉
放
水
を
中
島
町
の
ら
ん

蘭
橋
で
行
い
ま
す
。

日
時　

１
月　

日
�　
　

時
〜

11

11

日
時　

2
月
8
日
�　

9
時
〜

会
場　

中
島
公
園
野
球
場

種
目　

小
学
生
の
部
、
一
般
の
部

（
中
学
生
以
上
）

募
集
チ
ー
ム
数　
　

チ
ー
ム（
先
着
順
）

30

参
加
料　

1
チ
ー
ム
1
千
円

チ
ー
ム
編
成　

7
〜　

人
10

申
込
方
法　

1
月
6
日
か
ら　

日
ま

30

で
に
市
体
育
館
と
入
江
運
動
公
園
温

水
プ
ー
ル
に
備
え
付
け
の
用
紙
に
参

加
料
を
添
え
て
直
接

日
時　

2
月
6
日
�　
　

時　

分
〜

18

30

会
場　

保
健
セ
ン
タ
ー

講
師　

室
蘭
・
登
別
総
合
健
診
セ
ン

タ
ー
所
長　
 
加  
賀  
谷  
秀  
夫 
氏

か 

が 

や 

ひ
で 

お

申
込
方
法　

当
日
直
接

日
時　

1
月　

日
�　
　

時
〜　

時

18

10

15

（
9
時
か
ら
だ
ん
パ
ラ
ロ
ッ
ジ
内
で

受
け
付
け
）

会
場　

だ
ん
パ
ラ
ス
キ
ー
場

内
容　

初
心
者
向
け
の
講
習
会
、
周

辺
の
散
策
な
ど

申
込
方
法　

当
日
直
接

新
春
を
飾
る

伝
統
縁
起
物 
凧 
展（
無
料
）

た
こ

民
俗
資
料
館（
と
ん
て
ん
館
）

�
○５９
 

４
９
２
２

� �� �

市
民
歩
く
ス
キ
ー
無
料
講
習
会

室
蘭
歩
く
ス
キ
ー
協
会
事
務
局

　
　
　
　

（
小
林
）
�
○５５
 

４
５
４
３

寒
さ
に
負
け
ず
汗
を
流
そ
う

雪
中
キ
ッ
ク
ベ
ー
ス
交
流
大
会

体
育
協
会
�
○４４
 

７
５
２
１

生
活
習
慣
病
を
防
ぐ
た
め
に

―
検
査
デ
ー
タ
の
読
み
方
―

市
民
健
康
教
室
（
無
料
）

室
蘭
市
医
師
会
事
務
局

�
○４５
 

４
３
９
３

� �� �
� �� �

災
害
の
な
い
１
年
を
祈
っ
て

消
防
出
初
式

消
防
本
部
総
務
課
�
○４１
 

４
１
３
１

花
を 
活 
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を

い

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
写
真
パ
ネ
ル
展

（
無
料
）

　

室
蘭
を
緑
い
っ
ぱ
い
に
す
る
会
事

　

務
局
（
市
・
都
市
計
画
課
公
園
係

　

内
）
�
○２５
 

２
６
０
１

平
成　

年
度　

保
育
所
の
新
規
入
所
児
童
を
募
集

１６

《
詳
細
》子
ど
も
家
庭
課
�
○２５
 

２
４
０
０

入
所
要
件

新規入所受け付け・面接日程
（１０時～１２時、１３時～１５時）

申
込
書
の
配
布

新
規
入
所
の
手
続
き

　

保
護
者（　

歳
未
満
の
同
居
親
族
を

65

含
む
）が
、次
に
該
当
す
る
人

○
家
庭
の
外
で
仕
事
を
し
て
い
る

○
病
気
や
障
害
が
あ
る

○
出
産
前
後
3
カ
月
の
た
め
、上
の
子
の

保
育
が
で
き
な
い

○
病
気
や
障
害
の
あ
る
親
族（
同
居
）の

看
病
・
介
護
を
し
て
い
る

※
障
害
児
保
育
で
は
、入
所
要
件
を
満

た
し
、3
歳
以
上
で
集
団
保
育
と
通
所
が

可
能
な
児
童
を
保
育
し
ま
す
。

※
生
後
6
カ
月
か
ら
の
乳
児
を
預
か
る

乳
児
保
育
や
保
育
時
間
の
延
長
が
で
き

る
延
長
保
育
な
ど
も
行
い
ま
す
。

　

1
月
6
日
か
ら　

日
ま
で
各
保
育

30

所（
園
）、子
ど
も
家
庭
課
で
配
布

　

申
込
書
と
同
時
に
配
布
す
る
入
所

案
内
を
参
照
し
、申
込
書
類
を
持
っ
て
、

指
定
の
会
場
で
面
接
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

※
こ
の
募
集
は
新
規
に
入
所
を
希
望

す
る
人
が
対
象
で
す
。継
続
入
所
の
場

合
は
、各
保
育
所（
園
）の
案
内
を
参
考

に
し
、通
所
中
の
保
育
所
へ
書
類
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

○乳 ：乳児保育、○延 ：延長保育、○障 ：障害児保育
※広域入所とは、登別市や伊達市の保育所に入所
　することです。希望する人は申請のときに申し
　出てください。

受付会場入所対象保育所（園）日程

労働会館
みどり保育園○乳 ○延 ○障 
常盤保育所○乳 ○延 ○障 
祝津保育所○障 

２／２
（月）

白鳥台会館白鳥保育所○乳 ○延 ○障 ２／３
（火）

中島サービ 
スセンター

中島保育所○乳 ○延 ○障 
楽山保育園○乳 ○延 ○障 

２／４
（水）

高砂保育所○乳 ○延 ○障 
水元保育所○障 
光の国保育所○延 ○障 

２／５
（木）

中小企業セ
ンター

双葉保育所○乳 ○延 ○障 
東町保育所○乳 ○延 ○障 

２／６
（金）

労働会館
上記の会場へ行けなかっ 
た人と、障害児保育、広域 
入所を希望する人

２／９
（月）

保
育
料

　

生
計
の
中
心
者（
父
、母
、祖
父
母 

な
ど
）の
課
税
額
で
決
定
さ
れ
る
た 

め
、保
育
日
数
や
保
育
時
間
の
長
短 

は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、1
世
帯 

で
2
人
目
の
児
童
は
半
額
、3
人
目 

以
降
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

※
平
成　

年
度
か
ら
白
鳥
保
育
所
の

１６

運
営
を
、社
会
福
祉
法
人
室
蘭
福
祉
事

業
協
会
に
委
託
し
ま
す
。



１５

お知らせステーションお知らせステーション

対
象　

小
学
生
以
上

日
時　

１
月
６
日
�　
　

時
〜　

時

13

15

会
場　

民
俗
資
料
館

定
員　
　

人
（
先
着
順
）

２０

参
加
料　
　

円
（
材
料
費
）

300

申
込
方
法　

電
話
で（
当
日
参
加
も
可
）

※
入
館
料
（
大
人　

円
、
中
学
生
以

300

下
と　

歳
以
上
は
無
料
）
が
必
要
。

70

対
象　

小
学
生
と
そ
の
父
母

日
時　

1
月　

日
�　
　

時
〜　

時

11

10

12

会
場　

青
少
年
科
学
館

定
員　
　

組
（
先
着
順
）

25

申
込
方
法　

1
月
7
日
か
ら　

日
ま

10

で
に
電
話
で

日
時　

1
月　

日
・　

日
・
2
月
3

20

27

日
・　

日
（
火
曜
日
・
4
回
1
コ
ー

10

ス
）　
　

時
〜　

時

13

15

会
場　

勤
労
婦
人
セ
ン
タ
ー

講
師　
 
石  
崎  
和  
子 
さ
ん

い
し 
ざ
き 
か
ず 

こ

定
員　
　

人
（
応
募
多
数
の
場
合
は

30

抽
選
）

申
込
方
法　

1
月　

日
ま
で
に
講
座

13

名
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
記

入
し
、
は
が
き
か
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は

電
話
で

 
干  
支  
凧 
づ
く
り
体
験
学
習
会

え 

と 

た
こ民

俗
資
料
館
（
と
ん
て
ん
館
）

�
○５９
 

４
９
２
２

今月の���������������������������������
図書館の新着本案内

●●一般書●●
○オアシス（生田紗代）
○魔女の息子（伏見憲明）
○百万遍青の時代　上・下（花村万
　月）
○二百年の子供（大江健三郎）
○アヒルと鴨のコインロッカー（伊
　坂幸太郎）
○甘水岩（多田容子）

●●児童書●●
○雪国の自然とくらし（市川健夫）
○モギちいさな焼きもの師（リンダ
　ー・スー・パーク）
○へんてこもりのきまぐれろ（たか
　どのほうこ）
○真夜中の鐘がなるとき（オトフリ
　ート・プロイスラー）

　

本
の
貸
し
出
し
や
返
却
が
便
利
に

な
る
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
（
2
月

稼
動
予
定
）
の
導
入
に
伴
っ
て
、
1

月
6
日
か
ら
は
図
書
館
の
パ
ソ
コ
ン

の
ほ
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
蔵
書

の
検
索
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

蔵
書
点
検
の
た
め
休
館

　

シ
ス
テ
ム
の
稼
動
に
向
け
、
全
蔵

書
の
点
検
を
す
る
た
め
本
館
、
各
分

室
お
よ
び
自
動
車
文
庫
を
休
館
（
運

休
）
し
ま
す
。

休
館
期
間　

1
月　

日
�
〜　

日
�

16

31

※ 
自
動
車
文
庫
「
ひ
ま
わ
り
号
」

は
1
月　

日
の
み
運
行
し
ま
す
。

16

利
用
者
カ
ー
ド
の
愛
称
が

「
よ
む
・
よ
む
カ
ー
ド
」
に

　

図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者

カ
ー
ド
の
愛
称
が
、
公
募
の
結
果
、

大
沢
小
学
校
4
年 
長  
濱  
優  
己 
さ
ん
の

な
が 
は
ま 

ゆ 

い

「
よ
む
・
よ
む
カ
ー
ド
」
に
決
定
し

ま
し
た
。

　

こ
の
カ
ー
ド
は
室
蘭
・
伊
達
の
両

市
の
図
書
館
（
分
室
を
含
む
）
で
、

貸
し
出
し
や
返
却
な
ど
に
利
用
で
き

ま
す
。

※
カ
ー
ド
の
事
前
申
し
込
み
は
１
月

　

日
ま
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳

１５細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

������
����

図書館�○２２ １６５８

����������	
����

【１カ月の自己負担限度額】

※○１ 医療費の額が361,500円を超えた場合、超えた額の１％を加算
※○２ 過去12カ月に4回以上高額医療費の支給があった場合の4回目以降の限度額 ※区分�・�の認定を受けるには申請が必要です。

【高額医療費の支給額】
○外来のみ…外来の限度額を適用
○外来と入院の両方…外来の限度額を適用後、世帯の
限度額をそれぞれ適用
○世帯に老人医療受給者が複数いる場合…自己負担額
を合算して世帯の限度額を超えた分を受給者ごとに割
り振りし、合計額を申請者に支給

　老人保健法の改正により、医療費の自己負担割合が
１割または２割となりました。自己負担限度額を超え
て支払った分は、高額医療費として払い戻しを申請す
ることができます。初回時に申請すると、以後は市が払
い戻しの額を計算し、指定の口座に振り込みます。
申込方法　保険年金課に備え付けの申請書を提出

【限度額適用区分】

自己負担限度額（月額）
限度額適用区分

外来＋入院（世帯）外来（個人ごと）

72,300円＋1％（※○１ ）
（40,200円　※○２ ）40,200円一定以上所得者

40,200円12,000円一　般

24,600円
8,000円

区分�

15,000円区分�

受給者証の負担割合欄に「2
割」と表示がある人○１ 一定以上所得者

世帯主及び世帯員全員が住
民税非課税の人○２ 　 区分�

世帯主及び世帯員全員の所
得が0円の人（公的年金は控
除額を６５万円として計算し
ます）

○３ 　 区分�

○１ から○３ までに該当しない人○４ 　 一　般

　　　《詳細》保険年金課�○２５ 3026

ブ
ー
メ
ラ
ン
を
作
っ
て
飛
ば
そ
う

楽
し
い
親
子
工
作
教
室（
無
料
）

青
少
年
科
学
館
�
○２２
 

１
０
５
８

ス
ト
レ
ッ
チ
＆
ジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス

講
習
会
（
無
料
）

　

勤
労
婦
人
セ
ン
タ
ー（
〒　
―

0
0

０５１

　

1
4
栄
町
2
―

1
―　

）
�
○２５
 

３
２

20

　

０
０
、フ
ァ
ク
ス
○２２
 

７
４
４
７



１６

○
公
開
講
座　

パ
ソ
コ
ン
入
門
と
マ

ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
応
用（
春
期
講
座
）

対
象　

高
校
生
以
上

日
時　

３
月
３
日
�
〜　

日
�　
　

10

18

時
〜　

時
（
土
・
日
を
除
く
、
６
回

21

１
コ
ー
ス
）

講
座
名
と
定
員
（
先
着
順
）
○
パ
ソ

コ
ン
初
心
者
コ
ー
ス
…
８
人
、
○
ワ

ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
コ
ー
ス
…　

人
、

20

○
ビ
デ
オ
編
集
入
門
コ
ー
ス
…
６
人
、

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
コ
ー
ス
…　

人
16

受
講
料　

８
千　

円
200

申
込
方
法　

１
月　

日
か
ら
２
月　

26

25

日
ま
で
に
室
蘭
工
業
大
学
に
備
え
付

け
の
用
紙
に
受
講
料
を
添
え
て
郵
送

ま
た
は
直
接

○
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル

地
域
づ
く
り
講
座
そ
の
４
―
Ｎ
Ｐ
Ｏ

は
地
域
社
会
を
ど
う
変
え
る
の
か
―

対
象　

高
校
生
以
上

日
時　

2
月
3
日
〜　

日　
　

時
〜

26

18

　

時（
火
・
木
曜
日
、8
回
1
コ
ー
ス
）

20定
員　
　

人
（
先
着
順
）

30

テ
キ
ス
ト
代　

1
千　

円
500

申
込
方
法　

1
月　

日
か
ら　

日
ま

23

30

で
に
室
蘭
工
業
大
学
に
備
え
付
け
の

用
紙
に
テ
キ
ス
ト
代
を
添
え
て
郵
送

ま
た
は
直
接

対
象　

妊
娠
6
か
ら
8
カ
月
く
ら
い

の
妊
婦
と
そ
の
配
偶
者

※
2
月　

日
は
パ
パ
も
参
加
を
。

15

会
場　

保
健
セ
ン
タ
ー

定
員　
　

人
（
先
着
順
）

30

料
金　
　

円
（
調
理
実
習
費
）

500

申
込
方
法　

1
月　

日
ま
で
に
電
話
で

19

開
設
期
間
と
時
間　

1
月　

日
�
〜

11

2
月　

日
�　
　

時
〜　

時

15

10

16

※
開
設
期
間
は
、
天
候
に
よ
り
変
更

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

リ
ン
ク
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
な
ど
の
確

認
は
、
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
管
理
事
務

所
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
　

歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳
な

65
ど
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
市

が
障
害
者
に
該
当
す
る
と
認
定
し
た

場
合
は
、
認
定
書
で
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
介
護
保
険
の
要
介
護

認
定
を
受
け
た
資
料
で
、
障
害
者
に

該
当
す
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
も
、

市
が
発
行
す
る
認
定
書
で
障
害
者
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
方
法　

要
介
護
認
定
者
は
介
護

保
険
証
と
印
鑑
を
持
参
し
障
害
福
祉

課
（
ぴ
あ　

障
害
者
福
祉
総
合
セ
ン

２１６

タ
ー
）
へ

※
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
人
は

医
師
の
診
断
書
な
ど
が
必
要
な
の
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

月
1
日
か
ら
産
業
別
最
低
賃
金

12
（
1
時
間
）
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

○
鉄
鋼
業
…　

円　

○
電
気
機
械
器

754

具
製
造
業
、
情
報
通
信
機
械
器
具
製

造
業
、
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
製
造

業
…　

円
709

※
そ
の
他
の
産
業
別
、
地
域
別
の
最

低
賃
金
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　協働改革プランと位置付けた中期
実施計画原案は、市民の皆さんとと
もに汗を流す改革を目指しています。
そのため、市民の意見募集に加え、
さらに多くの声を聴こうと１１月７・
８日、胆振地方婦人会館と文化セン
ターで市民説明会を開催しました。
　参加された市民の皆さんからの主
な意見や提言をお知らせします。

○いったん受けたサービスを縮小さ
　れることに抵抗感を抱く市民が多
　いので、行政改革の意味を十分話
　し合い、賛成者を増やすべき。
○協働を進めるために、市役所は頭、

　市民は手足という構図が理想。職
　員を大幅に削減し、事務を民間委
　託していくべき。
○室蘭の生き残りには、行政改革と
　いう小手先の対応ではダメ。行政
　と市民と大学でシンクタンクをつ
　くり、分権時代に生き残れるシス
　テムを作っていくべき。
○総合福祉センターの入浴料の徴収
　は、同センターの年間利用料とし
　て徴収する方がよい。
○財政がひっ迫していることを、も
　っと広報紙で周知すべき。
○各種表彰経費は、市長のねぎらい
　の言葉で顕彰するだけでよい。経
　費は最少に。
○違法駐車を徹底的に取り締まるこ
　とで、効率的な除雪を。
○職員の再任用制度はやめ、新規採
　用職員を増やすべき。

○行政改革にはまず内部努力として
　職員の給料を削減すべき。

　これらの意見を含め、行政改革推
進委員会の論議を経て、１１月２６日、
行政改革推進本部で、協働改革プラ
ンが決定されました。
　詳細は今月号の特集（４・５ペー
ジ）または市のホームページをご覧
ください。

シ
リ
ー
ズ
5 ���������

《詳細》行政改革推進課
　　　　�　○２５ 　2　2　2　3

室
蘭
工
業
大
学
で
学
ぼ
う

室
蘭
工
業
大
学
地
域
連
携
推
進
室

　
（
〒　
―

８
５
８
５
水
元
町　
―

１
）

050

27

�
○４６
 

５
０
２
３

������

� �� �
� �� �

日　
　
　

時

（
４
回
１
コ
ー
ス
）

2
月
2
日　
（月）

　

時
〜　

時　
  

１０

１４

2
月　

日　
１０

（火）

　

時
〜　

時　

分

１０

１３

３０

2
月　

日　
１５

（日）

　

時
〜　

時　

分

１０

１２

３０

2
月　

日　
１９

（木）

　

時
〜　

時　

分

１０

１２

３０

内　
　
　

容

出
産
の
ビ
デ
オ
、
妊

婦
体
操
、
赤
ち
ゃ
ん

の
お
世
話
実
習

栄
養
の
話
、
調
理
実

習
、
試
食

も
く
浴
実
習
、
パ
パ

の
妊
婦
疑
似
体
験
、

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

の
話
と
実
習

先
輩
マ
マ
と
の
交
流

会
、
マ
マ
と
赤
ち
ゃ

ん
の
歯
の
話

行革市民説明会を実施

主な意見は次のとおり

皆さんの意見を反映して協働
改革プランを決定

マ
マ
と
パ
パ
の
マ
タ
ニ
テ
ィ
教
室

　
　

健
康
づ
く
り
課
�
○４５
 

６
６
１
０

最
低
賃
金
が
改
正

　
　
　
　
　

北
海
道
労
働
局

�　

―　

―
２
３
１
１

011

709

高
齢
者
の

所
得
税
・
地
方
税
な
ど
の

障
害
者
控
除

　
　
　

障
害
福
祉
課
�
○４５
 

６
６
１
１

▲多くの意見が出た市民説明会

だ
ん
パ
ラ
公
園

ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
オ
ー
プ
ン（
無
料
）

　

都
市
計
画
課
公
園
係
�
○２５
 

２
６
０

　

１
、
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
管
理
事
務

　

所
�
○４３
 

４
８
６
５



１７

お知らせステーションお知らせステーション

登別市のお知らせ

　 閻  魔 大王の使者である赤鬼・青鬼の
えん ま

『 湯  鬼  神 』が、温泉街をめぐって観光客
ゆ き じん

の無病息災を祈願します。
日時と内容　２月３日(火)…１３時～カル
ルス温泉厄払い、１７時５０分～登別温泉厄
払い、４日(水)…１８時～登別温泉厄払い
※１月３１日は、登別市内３カ所の商店街
で「鬼まつり」を開催し、厄払いを行い
ます（詳細はお問い合わせください）。
《詳細》登別観光協会�○８４ ３３１１

温泉と厄払いにお越しください
～第３３回登別温泉湯まつり～　

伊達市のお知らせ

 素  敵 な音楽のプレゼント
す てき

第５回ジュニアピアノコンサート
　小・中学生を中心としたピアノコンサ
ートを開催します。子供たちが日ごろの
練習の成果を発揮する舞台に、ぜひお越
しください。
日時　１月２５日(日)　開場１０時３０分、開
演１１時
会場　だて歴史の杜カルチャーセンター
大ホール
入場料　３００円（入場券は当日発行）
《詳細》玉川�０１４２－２３－３３１５

　

期
日
前
投
票
制
度
に
よ
り
、
従
来

の
不
在
者
投
票
の
よ
う
に
投
票
用
紙

を
封
筒
に
入
れ
て
署
名
す
る
と
い
っ

た
手
続
き
を
せ
ず
、
選
挙
管
理
委
員

会
が
設
置
す
る
期
日
前
投
票
所
で
直

接
投
票
箱
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

対
象　

選
挙
期
日
（
投
票
日
）
に
仕

事
や
旅
行
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
理
由

に
よ
り
投
票
所
へ
行
け
な
い
人

投
票
期
間　

選
挙
期
日
の
公
示
日
ま

た
は
告
示
日
の
翌
日
か
ら
選
挙
期
日

の
前
日
ま
で

※
名
簿
登
録
地
（
室
蘭
市
）
の
選
挙

管
理
委
員
会
で
行
う
投
票
の
み
対
象

に
な
り
ま
す
。

○
選
挙
管
理
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た

　

平
成　

年　

月　

日
付
け
で
、
選

15

10

30

挙
管
理
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た
。

委
員
長　
　
　
 
平  
山  
道  
子 
さ
ん

ひ
ら 
や
ま 
み
ち 

こ

職
務
代
理
者　
 
小  
倉  
勝  
郎 
さ
ん

お 

ぐ
ら 
か
つ 
ろ
う

委
員　
 
齊  
田  
登  
志  
子 
さ
ん

さ
い 

だ 

と 

し 

こ

　
　
　
 
山  
田  
邦  
雄 
さ
ん

や
ま 

だ 

く
に 

お

受
付
期
間
と
時
間　

2
月
2
日
�
〜

　

日
�
、
9
時
〜　

時
（
土
・
日
・

20

17

祝
日
を
除
く
）

受
付
場
所　

管
財
契
約
課
契
約
係

申
請
書
の
頒
布
場
所　

○
建
設
工
事

等
…
室
蘭
建
設
業
協
会
�
○２２
 

１
０
４

５
（
入
江
町
1
―　

）　

○
物
品
等

74

…
市
役
所
本
庁
売
店
（
1
部　

円
）

500

申
請
で
き
な
い
者

・
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な

い
者
お
よ
び
破
産
者
の
宣
告
を
受
け

て
い
る
者

・
建
設
工
事
は
許
可
年
数
が
2
年
未

満
の
者
。
設
計
、
測
量
等
お
よ
び
物

品
、
業
務
委
託
な
ど
は
営
業
年
数
が

1
年
未
満
の
者
（
審
査
基
準
日
平
成

　

年
1
月
1
日
）

16・
市
税
お
よ
び
国
税
（
消
費
税
・
地

方
消
費
税
）
を
滞
納
し
て
い
る
者

　

従
業
員
を
募
集
・
採
用
す
る
場
合

は
、
個
人
の
仕
事
に
対
す
る
能
力
・

適
正
を
第
一
と
し
、
年
齢
に
か
か
わ

り
な
い
求
人
申
し
込
み
の
検
討
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

市
税
な
ど
を
口
座
振
替
で
納
め
て

い
る
人
に
領
収
書
に
代
わ
る
「
口
座

振
替
済
通
知
書
」
を
1
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
。
通
知
書
は
、
税
の
申
告

に
利
用
で
き
ま
す
。

○
税
申
告
の
対
象
と
な
る
も
の

　

固
定
資
産
税
の
償
却
資
産
、
国
民

健
康
保
険
料
、
介
護
保
険
料

○
用
途
に
よ
り
税
申
告
の
対
象
と
な

る
も
の

　

固
定
資
産
税
（
不
動
産
収
入
な
ど

で
の
申
告
者
）、軽
自
動
車
税
（
事
業

な
ど
に
使
用
の
申
告
者
）、住
宅
使
用

料（
店
舗
な
ど
に
使
用
の
申
告
者
）

平
成　

年
度

16

市
建
設
工
事
・
物
品
等
競
争
入
札

参
加
資
格
者
申
請
受
け
付
け

　

管
財
契
約
課
工
事
担
当
�
○２５
 

２
１

　

２
５
、
物
品
担
当
�
○２５
 

２
１
２
４

口
座
振
替
済
通
知
書
を
送
付

納
税
課
�
○２５
 

２
７
０
８

年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
求
人
を

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
室
蘭
�
○２２
 

８
６
８
９

　４０歳から６４歳まで健康保険料と一緒に納めていた
介護保険料は、６５歳になる誕生月（１日生まれの人
は誕生月の前月）の分から、その翌月に市から送ら
れる介護保険料の納付書により納めます（口座振替
もできます）。保険料は誕生月に応じて、月割りで
計算されます。
○６５歳になる誕生月が、平成１５年３月から１６年２月

までの人で年金天引きの要件に該当する人→平成16
年10月から介護保険料の年金天引きが開始します
（７・８・９月は市から送られる納付書で納めます）。
※なお、年金の種類などによっては、天引きになら
ないこともあります。その場合は納付書での納入と
なります。

　６５歳からの介護保険料

　（第１号被保険者の介護保険料）

（例）　平成１６年１月に６５歳になる人の場合
※１月１日生まれの人はこの例に該当しません。

３月２月１月１２月４月～１１月

１月分からは健康保険料と
別に納付

４から１２月の９カ月分は
健康保険料と一緒に納付

６５歳６４歳

介護保険事業所が新たにオープン

デイサービスセンター泉寿園

１５年度分（１～３月）の納付書は２月に送られます。
※納期は２・３月（２期）

　要支援または要介護と認定された人
が、機能訓練や食事、入浴などの介護
を受けられる通所施設です。
利用日時　月～金曜日
９時４５分～１６時（送迎有）
定員　３０人
住所　柏木町３８－２５
電話番号　○５８ ３２１０

仕
事
な
ど
で

投
票
所
に
行
け
な
い
人
は

期
日
前
投
票
制
度
の
利
用
を

　

選
挙
管
理
委
員
会
�
○25
 

２
８
０
０



１８

　

市
内
で
事
業
を
営
む
法
人
・
個
人

で
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
資
産
を
所

有
し
て
い
る
場
合
に
は
償
却
資
産
の

申
告
が
必
要
で
す
。
所
定
の
申
告
書

な
ど
に
資
産
の
名
称
、
取
得
価
格
な

ど
を
記
入
し
、
2
月
2
日
ま
で
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成　

年
分
の
所
得
税
確
定
申
告

15

の
受
け
付
け
は
2
月　

日
か
ら
始
ま

16

り
ま
す
。

　

還
付
申
告
の
受
け
付
け
は
、
税
務

署
で
1
月
5
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

還
付
申
告
書
は
で
き
る
だ
け
郵
送
で
、

早
め
に
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
市
・
課
税
課
で
の
還
付
申
告
の
受

け
付
け
は
１
月　

日
か
ら
で
す
。

16

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

　

年
末
調
整
の
提
出
期
限
は
２
月
２

日
で
す
。
期
限
内
提
出
に
ご
協
力
を
。

ま
た
、
源
泉
所
得
税
の
納
期
限
は
１

月　

日
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
付
し
て

13
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
技
術
向
上
や
消
費
者
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
な
ど
に
努
め
て
い
る

事
業
所
と
、
市
内
で
働
く
優
秀
な
従

業
員
の
皆
さ
ん
を
毎
年
表
彰
し
て
い

ま
す
。

選
考
内
容　

�
事
業
所
等
表
彰
…
市

内
で　

年
以
上
の
経
営
実
績
が
あ
り
、

10

常
に
経
営
努
力
を
重
ね
、
業
界
の
発

展
に
寄
与
し
て
い
る
事
業
所
等

�
従
業
員
表
彰
…
市
内
の
事
業
所
等

に　

年
以
上
勤
務
す
る
優
秀
な
従
業

20
員
で
、
他
の
模
範
と
な
る
人

※
事
業
所
等
表
彰
は
関
係
団
体
、
従

業
員
表
彰
は
事
業
主
の
推
薦
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
市
税
な
ど
の
滞
納
が

あ
る
場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

推
薦
方
法　

2
月
9
日
ま
で
に
、
各

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
中
小
企
業
セ

ン
タ
ー
に
備
え
付
け
の
用
紙
で
推
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市役所ガ市役所ガイド 市役所ガ市役所ガイド 市役所ガ市役所ガイド 市役所ガイド 
　市役所の一般業務は、１月５日（月）まで休みです。また、
各施設の休館日および主な病院の外来休診日については、12
月号（７ページ）をご覧ください。

　年始のごみ収集

燃やせるごみ…２日まで休み。
燃やせないごみ・資源物…１２月
号の環境だよりを参照。

　し尿くみとり

５日まで休み。緊急の時は、
清掃管理センター
（�○４３ ３１５５）へ

　水道・下水道
緊急の時は、水道部
（�○４４ ６１１７）へ
※寒冷時には凍結に注意して
ください。

　神代火葬場 �○４４ ５７３９

１日は休み。火葬許可証は５
日まで本庁当直室で発行。
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日　　時

会　　場

申込方法

2月5日(木)　15時～

海陽小学校

前日までに電話で

12月の教育委員会定例会報告

○室蘭市就学指導委員会から心身に障害
を持つ就学予定者、学齢児童生徒の就学
に関し、適切な就学指導を行うための調
査、審査結果が答申されました。

教育委員会総務課�○２２ ５１０１

市民対話課�○２５ ２１９４

広報むろらんに広告を
　「広報むろらん」に広告の掲載を希望す
る方は市民対話課に連絡してください。
大きさ　縦4.1�×横8.6�
広告料　18,000円（版下制作費・消費税は
別料金）
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夜間納付相談
　１月６日から３０日（土・日・祝日・１６日を除く）は１９時まで納税相
談窓口を開いています。納付もできるのでご利用ください。

《詳細》納税課�○２５ ２３１４
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●相　談
申 込 み ・ 詳 細会　　　場時　　間実　　施　　日相　　　談　　　名

市民相談室
�○２５ 2703

中小企業センター9：30～12：00毎月
第2・4土曜日

弁護士の無料法律相談
※電話で受け付け（1回5人・先着順）

市役所1階市民相談室8：45～17：15土・日・祝日を除く毎日市民相談
（金銭、土地等生活の悩み）

健康づくり課
�○４５ 6610保健センター

13：00～16：006日(火)精神障害者の社会復帰施設利用など 
の相談 　 9：30～11：0026日(月)

ぴあ216
�○４５ 6611

ファクス○４５ 1003

ぴあ216
（障害者福祉総合
センター）

13：00～16：0023日(金)

身体障害・知的障害のある人と家 
族のための相談
（就職・医療・年金・施設入所などへ
のアドバイス）

市民対話課
�○２５ 2193中小企業センター13：00～15：0015日（木）行政相談委員による定例相談

（国や道、市の行政に関する相談）
北海道マンション管理組合 
連合会 �011-232-2381
北海道建設部建築指導課
�011-232-4111
（内）29-465

土・日・祝日を除く毎日
※日時はご相談ください（受付期限３月３１日）

マンション管理士の無料派遣相談 
（マンションの維持管理、大規模修繕、
建て替えの法制度などの相談）
※電話で受け付け（先着150組合）

���������	
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対象　平成１３年８月から１２月生まれの子供と母親（再
参加はできません）
日時　２月４日・１８日・２５日（水曜日・３回１コース）
１０時～１１時３０分
会場　保健センター
定員　１５組（先着順）
申込方法　１月１６日、８時４５分から電話で
《申込み・詳細》子育て相談ふれあいセンター
　　　　　　　　�○４５ ６２４６

対象　平成１４年５月から１１月生まれの子供と母親（再
参加はできません）
日時　２月４日・１８日・２５日（水曜日・３回１コース）
１０時～１１時３０分
会場　子育て支援センターらんらん（常盤保育所内）
定員　１０組（先着順）
申込方法　１月１６日、８時４５分から電話で
《申込み・詳細》子育て支援センターらんらん
　　　　　　　　�○２５ ６００２
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●保　健　会場は保健センター（東町4-20-6）　　　　　　　　健康づくり課�○４５ ６６１０
申込方法持ち物料　金対　　象・内　　容時　　間実　　施　　日行　　事　　名

当日直接
母　

子　

手　

帳

無料

平成15年9月出生児（個人通知）
12：30～　
　　13：30

29日(木)・30日(金)4カ月児健診

平成14年5月出生児（個人通知）8日(木)・9日(金)1歳6カ月児健診

平成12年12月出生児（個人通知）21日(水)・23日(金)3歳児健診

3カ月～4歳未満児
 13日…平成15年8月出生児
 26日…平成15年9月出生児

13：00～　
　　13：45

13日(火)・26日(月)
2日後にBCG判定

ツベルクリン
反応検査　　

予防
接種

計測や相談ごとのある乳幼児
11時から保育士による遊び

9：30～　
　　10：45

7日(水)・
2月9日（月）ここまま相談広場

予約した日に
 来てください。800円1歳3カ月～3歳3カ月児

平成14年10月出生児（個人通知）
13：00～　
　　14：45

①7日(水)、②22日(木)、
③27日(火)フッ素塗布

当日直接
�無料

健（検）診を受けた人、受診を迷って
いる人

13：00～　
　　16：009日(金)健（検）診に関する相談

更年期のこと、生理のことなど
女性の健康に関すること

9：30～　
　　11：3029日(木)女性のための相談

健康全般の相談10：00～11：30毎週月・水・金曜日健康相談

予 約 制保健師と栄養士による個別相談13：00～　
　　16：0026日（月）からだと食事の

健康相談

予 約 制�無料

事業者と勤労者を対象に、医師による個別相談が受けられます。
希望者は室蘭地域産業保健センター（室蘭市医師会内）に電話（�○４５ ４３９３）か
ホームページ（http://www.hokkaido.med.or.jp/muroran/msanhp/）から申
し込みください。
　 8日（木）…曽田　光彦医師（熊谷医院）　　　　　　　　14：00～16：00
　　　　　 斎藤　修弥医師（斎藤外科医院）　　　　　　18：30～20：30
22日（木）…五十嵐元彦医師（市立室蘭総合病院）　　　　18：30～20：30
29日（木）…遠藤　秀雄医師（恵愛病院）　　　　　　　　18：30～20：30

専門医による
勤労者のための
健康相談

室 蘭 地 域 産 業
保健センター主催）（


